
 

『ふるさと納税』に関するＱ＆Ａ 

 

（制度編） 

 

Ｑ１． 

  『ふるさと納税』は税金を納めることなのでしょうか？ 

Ａ１． 

  税金を納める行為ではありません。あくまでも全国の都道府県・市区町村に

対して寄附になります。全国の都道府県・市区町村に寄附をしていただいた場

合に、住民税と所得税が控除される制度のことを『ふるさと納税』と言ってい

ます。 

 

Ｑ２． 

  『ふるさと』は出生地や生まれ育った場所ということなのでしょうか？ 

Ａ２． 

  『ふるさと納税』の中での『ふるさと』の定義はなく、寄附をされる方がど

こに寄附したいのかという意思を尊重することに重きを置いているため、寄附

をされる方が選んでいただいた地方公共団体が『ふるさと』になります。 

 

Ｑ３． 

  階上町に住んでいて、階上町に寄附しても『ふるさと納税』になるのでしょ

うか？ 

Ａ３． 

  もちろんなります。『ふるさと納税』は、階上町はもちろん全国の都道府

県・市区町村が対象で、寄附していただく方が選んだ団体が『ふるさと』にな

るので、階上町も『ふるさと』になります。 

 

Ｑ４． 

  階上町だけではなく、他の都道府県・市区町村に『ふるさと納税』をするこ

とはできるのでしょうか？ 

Ａ４． 

  『ふるさと』は寄附される方が寄附する都道府県・市区町村を自由に選ぶこ

とができる制度です。選ぶことができるということは、１つの団体に限らず、

他の団体にも寄附をすることができます。また、税金の控除される額は、寄附

金の合計額によって計算されます。 

 



（税金の控除編） 

 

Ｑ５． 

  いくらの金額を寄附すれば、『ふるさと納税』の制度による、税金の控除を

受けることができるのでしょうか？ 

Ａ５． 

  『ふるさと納税』は、少額の寄附からでも税の控除を受けることができるよ

うにしようということで、２千円を超えた部分の寄附からが税の控除対象にな

ります。よって２千円を超えた寄附をすることで、税金の控除を受けることが

できます。 

 

Ｑ６． 

  控除される税金は何の税金が控除されるのでしょうか？ 

Ａ６． 

  これまでの寄附金税制を拡充した形を『ふるさと納税』は踏襲しているの

で、個人住民税と所得税の双方から税金の控除が受けられます。 

 

Ｑ７． 

  控除される税金の額はどのように決まるのでしょうか？ 

Ａ７． 

  都道府県・市区町村に対する寄附金のうち２千円を超える部分について、一

定の限度まで所得税と合わせて全額控除されます。 

  ただし、寄附される方の収入額などによって控除される金額が計算されます

ので、住所地の市区町村の税金担当課に確認をお願いいたします。 

 

Ｑ８． 

  Ｘ年３月１日にふるさとの階上町に寄附を行いましたが、税金が実際に控除

されるのはいつからなのでしょうか？ 

Ａ８． 

  Ｘ年１月１日からＸ年１２月３１日までの寄附金は、個人住民税の場合、Ｘ

＋１年６月以降に納めていただくＸ＋１年度の税額より控除されます。 

  また、所得税の場合はＸ年分の所得税が控除されます。 

 

Ｑ９． 

  税金の控除を受けるにはどのような手続きが必要でしょうか？ 

Ａ９． 

  所得税と住民税の両方の税金の控除を受けようとする方は、所得税の確定申

告が必要になります。この場合は最寄の税務署での手続きとなります。 



Ｑ１０． 

  確定申告をしない場合はどうしたらいいのでしょうか？ 

Ａ１０． 

  寄附金を支払った年の翌年１月１日現在の住所地の市区町村に対して住民税

の申告を行えば住民税の控除を受けることができます。ただしこの場合は所得

税の控除は受けられませんのでご注意ください。 

 

Ｑ１１． 

  Ｘ年３月にふるさとのＡ市に寄附を行い、Ｘ年１０月にＢ市からＣ市に引越

し、Ｘ＋１年１月１日はＣ市に住んでいる予定ですが、この場合、税の控除を

受けるためにはどこで申告手続きをすればよいのでしょうか？ 

Ａ１１． 

  所得税の確定申告は、Ｃ市を管轄する税務署に確定申告を行うこととなりま

す。 

  住民税の寄附金税額控除の適用だけを受けようとする方が住民税の申告を行

う場合、Ｘ＋１年１月１日現在の住所地であるＣ市で申告を行うこととなりま

す。 

 


